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令和８年度から「薩摩川内市へき地保育所（里保育園）」（以下「へき地保育所」という。）

の管理を代行していただく指定管理者を募集します。 

なお、指定管理者制度は、市が指定する民間事業者等に、施設の管理業務を代行していただく

制度で、民間事業者等が有する経験と実績、ノウハウを活用し、市民サービスの向上と管理経費

の縮減を図るものです。 

 

Ⅰ 事業の概要について                           

 

１ 施設の概要等 

⑴  設置目的 

へき地における保育を必要とする小学校就学前の子どもに対し、その保護者の委託を

受け、必要な保育を行い、児童福祉の増進を図る。 

⑵  施設の概要 

施設名称  薩摩川内市立里保育園 

設置場所  薩摩川内市里町里１９００番地２ 

敷地面積  ８８１．８㎡ 

延床面積  １３９．８㎡ 

開設年月  平成６年４月 

建築構造  鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建 

施  設  保育室、事務室、便所、屋外遊戯場 

定  員  １９人 

⑶  利用実績 

年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

月平均 

入所者数 
１７人 １６人 １９人 

 

２ 業務の範囲 

指定管理者が行う業務の範囲は次の⑴～⑷のとおりとします。（※ 詳細は別紙１を参照） 

なお、これらの業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできませんが、

部分的な業務であって、市が承認したものについては、専門の業者等に委託できるものとし

ます。 

⑴  へき地保育所の維持管理に関する業務 

ア 施設、付属設備及び備品等の保全に関する業務 

イ 施設、附属設備及び備品等の修繕に関する業務 

ウ 諸設備、機器、備品等の管理、点検立会い等 

エ 清掃業務（ごみ処理を含む。） 

オ 樹木管理業務 

カ 遺失物・拾得金の管理、警察署への届出及び時効による収納 （※時効により取得した

遺失物等の所有権は市に属します。） 
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キ その他施設等の良好な維持管理に必要な業務 

⑵  へき地保育所の運営に関する業務 

ア へき地保育所設置要綱（昭和３６年４月３日発児第７６号）に基づく幼児の保育に関

すること（なお、運営にあたっては、国が定める「保育所保育指針」（平成２９年３月

３１日厚生労働省告示第１１７号）を参考として実施すること） 

イ 就学前の子ども及び職員の健康診断の実施に関すること 

⑶  前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める業務 

⑷  自主事業 

自主事業とは、当該施設において（1）～（3）までにあげる業務以外に指定管理者が

独自で企画実施する事業です。指定管理者は、へき地保育所の設置目的を達成するため、

利用許可の基準の範囲内で、市との協議に基づき、指定管理者の創意工夫で自主事業を

行うことができます。 

 

３ 管理の基準 

⑴  法規等の順守 

へき地保育所の管理・運営にあたっては、以下の法規等を順守してください。 

ア 地方自治法、地方自治法施行令及び地方自治法施行規則 

イ 薩摩川内市へき地保育所条例（以下「設置条例」という。） 

ウ 薩摩川内市へき地保育所条例施行規則（以下「施行規則」という。） 

エ 薩摩川内市情報公開条例（以下「情報公開条例」という。） 

オ 個人情報の保護に関する法律 

カ 薩摩川内市個人情報保護法施行条例 

キ 薩摩川内市行政手続条例（以下「行政手続条例」という。） 

ク 遺失物法、遺失物法施行令及び遺失物施行規則 

ケ その他関連法規 

⑵  開所時間及び休所日 

開所時間及び休所日は次のとおりですが、特に必要があるときは、市の承認を得て、

変更することができます。（設置条例第１５条、第１６条） 

開所時間 

午前８時から午後６時まで。ただし、やむを得ない理由により通常の利用

時間帯以外の時間において、市長が保育の必要があると認めるときは、指

定管理者と協議のうえ開所することがある。 

休所日 
日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める日 

１２月２９日から翌年１月３日までの日 

⑶  職員の配置等 

施設長及び所定の資格を有する保育士２人を置くこと。 

ただし、保育士のうち所定の資格を有する者がいない等やむを得ない事情があるとき

は、うち一人に限り児童の保育に熱意を有し、かつ、心身ともに健全な者をもってこれ

に代えることができます。 

なお、施設長は、他の施設等と併任兼務することができます。 



 5

⑷  行政手続条例の適用 

指定管理者は、行政手続条例第２条第１項第３号の「行政庁」に該当するため、へき

地保育所における自主事業に伴う利用許可等の手続については、同条例の規定に基づい

て行うことになります。 

⑸  原子力立地給付金の帰属 

電気料金の契約に対して、九州電力㈱又は電源地域振興センターから毎年（１１月中

旬から翌年２月頃）支払われる給付金の帰属は市とします。 

⑹  施設の修繕 

指定管理者が行う修繕等の範囲は、原則として、維持補修、軽微な破損等の小修繕と

し、それ以外の修繕等については市と協議することとします。 

なお、修繕等の原因が指定管理者にある場合は、指定管理者の費用と責任により行う

こととします。 

⑺  施設の目的外使用 

当該施設の設置目的以外に施設を使用する場合は、市の許可が必要です。事前に所定

の申請書を提出してください。 

また、目的外使用による使用料及びこれにより生じる電気料金等の実費については、

指定管理者が徴収し、市へ納入していただきます。 

⑻  情報公開に関すること 

事業計画書、事業報告書及び協定書等は、利用者がいつでも閲覧できるように、施設

に備え付ける等情報公開に努めなければなりません。 

⑼  個人情報の保護 

指定管理者は、施設の管理を行うにあたって保有する個人情報の取り扱いに関しては、

個人情報保護条例の規定を順守し、市と同等の責務（収集の制限、適正管理、利用及び

提供の制限等）を負うものとします。 

⑽  事業報告書の提出等 

指定管理者は、設置条例第７条の規定により、毎年度終了後、事業報告書を作成し提

出しなければなりません。 

また、市は、指定管理者に対し、定期又は臨時に、管理業務に係る業務内容及び経理

の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができ、指定管

理者はそれに応じなければなりません。 

⑾  指定管理者の取消し等 

設置条例第９条の規定により、指定管理者による施設の管理を継続することが適当で

ないと認めるときは、指定の取り消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じる

ことがあります。この場合、市に生じた損害は指定管理者が賠償していただくとともに、

取り消した場合は、次期指定管理者等が円滑に管理運営業務を遂行できるよう引き継ぐ

ものとします。 

⑿  責任分担の基本的な考え方は、次のとおりとします。なお、詳細は、協定の締結を行

う際に定めることとします。 
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項 目 
指定 

管理者 
市 備 考 

指定管理者が行う管理運営業務

に影響を及ぼす法令等の改正に 

よって生じた責任 

○ ○ 協議事項 

施設、設備、備品等の維持管理 ○   

施設等の利用の許可等 
○ ○ 

指定管理者による利用許可は自主事

業に限る。 

利用料金の徴収、収納 
○ ○ 

自主事業に限り指定管理者が徴収

し、指定管理者の収入とする。 

施設の修繕（小規模） ○  Ｐ８の設備や備品の取扱い等を参照 

事故・火災等による施設の損傷

及び被災者に対する責任 
○ ○ 第一次責任は指定管理者が有する。 

利用者等に係る保険の加入 ○ ○  

包括的管理責任  ○  

 

⒀  施設において発生した事故への対応 

指定管理者の責に帰すべき事由により、本市又は第三者に損害を与えた場合には、指

定管理者がその損害を賠償することとなります。  

施設において事故が発生した場合に備えて、指定管理者はあらかじめ事故対応マニュ

アルを定めるとともに、事故発生時には直ちにその旨を本市に報告することとします。  

なお、損害賠償保険への加入は指定管理者の任意とし、加入する場合の保険料は指定

管理者の負担とします。 

⒁  事業の評価 

ア 市は、必要に応じて、施設利用者にアンケート調査を実施します。 

イ 指定期間中、市が実施する事業評価の結果、指定管理者の業務が基準を満たさないと

判断した場合には、是正勧告を行い、改善がみられない場合、指定を取り消す場合があ

ります。 

ウ 指定管理者は利用者ニーズを的確に把握し、サービスの向上に努めるため、年１回以

上利用者の満足度を調査し、市へ報告してください。 

⒂  事業の継続が困難となった場合 

ア 協定の解釈について疑義が生じた場合又は協定に定めのない事象が生じた場合、市と

指定管理者は誠意をもって協議することとします。 

イ 災害及びその他の不可抗力等の発生により市及び指定管理者双方の責めに帰すことが

できない事由が生じた場合や、市の方針及び指定管理者の事情等により事業の継続が困

難になった場合は、事業の可否について協議することとします。 

⒃  監査の実施 

地方自治法第１９９条第７項に基づき、指定管理者が行うへき地保育所の管理の業務
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に係る出納関連の事務について、必要に応じて、監査委員による監査を行う場合があり

ます。 

⒄  注意事項 

ア 指定管理者は、正当な理由がない限り、住民がへき地保育所を利用することを拒んで

はなりません。（地方自治法第２４４条第２項） 

イ へき地保育所の管理業務を行うに当たっては、不当な差別的取扱いをしてはなりませ

ん。（地方自治法第２４４条第３項） 

ウ 公の施設であることを常に念頭において適正な管理を行うとともに、公平な運営を行

い、特定の個人や団体及びグループに有利、不利となる運営をしないこと。 

エ 市、市民、関係団体及び官公庁等と連携を図った事業運営を行うこと。 

オ 市の条例及び規則に準拠した情報公開及び個人情報保護に関する規程を定め、従業員

に周知徹底を図ること。 

カ 緊急対応、防犯対策など危機管理マニュアルを作成し、従業員に周知徹底を図ること。 

キ 消防法に基づく防火管理者を置き、消防計画の作成、必要な訓練等を実施すること。 

ク 従業員が基本的人権について正しい認識をもって業務の遂行ができるよう適切な研修

を実施すること。また、接遇や運営に必要な研修を随時実施すること。 

ケ 市の政策、施策、事業には協力すること。 

コ 指定管理者は、この要領に定めるもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理につ

いて疑義が生じた場合、市と協議すること。 

 

４ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとなります。（５年間） 

ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、上記の期間中であっても指定

を取り消すことがあります。 

 

５ 管理運営経費 

⑴  管理運営経費について 

へき地保育所の業務に係る全ての経費は、事業計画書において提示のあった金額に基

づき、予算額の範囲内で、指定管理者と協議の上、年度協定により締結した額を、管理

運営経費としてお支払します。 

管理運営経費は、下の基準額を上限とし、その金額を超える場合は選定されませんの

で了承ください。（内訳については、様式第３号 薩摩川内市へき地保育所指定管理者

事業計画書５その他を参照して下さい。） 

管理運営経費基準額（年額） ２０，４２８ 千円（税込） 

⑵  経費の支払方法 

経費については、年度（４月１日から翌年３月３１日）を基準として、分割で支払う

ものとします。支払時期や方法等は協定書で定めます。 

⑶  予算執行 

ア 修繕料は、年度終了後精算します。なお、不足が見込まれる場合には、市において必
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要性を判断し、補充等について決定します。 

イ 事故及び自然災害等の特別な場合を除き原則として、不足した場合の補填は行いませ

ん。 

ウ 光熱水費等について、検針日を基準とし、検針日の属する月の管理者が当該月の費用

を負担するものとします。このため、当該請求が支払い義務者へ届いた後、施設の光熱

水費、リース物件等については名義変更してください。（電気料金について、原子力立

地給付金振込先は変更しないこと） 

⑷  自主事業 

指定管理者が自主的に実施する事業の収入は、指定管理者の収入とします。 

⑸  区分会計の独立 

指定管理者は、管理運営に係る経理事務を行うにあたり、自身の団体とは独立した会

計帳簿書類及び経理規定を設けてください。 

⑹  管理口座 

経費及び収入は、自身の団体口座とは独立した口座で管理してください。 

⑺  備品や設備の修繕の取扱い等 

備品等については、無償で貸与するものとします。 

なお、備品や設備の修繕等に係る取扱いについては次のとおりとします。ただし、災

害等によりこの取扱いが著しく不適当な場合には協議して決定します。 

また、指定期間の終了に際し、設備や備品は原状に回復して返還する必要があります。

特に、②については、指定管理者の責任と費用で撤去・撤収するものとします。ただし、

市と指定管理者の協議の結果、両者が合意した場合は、市又は市が指定する者に引き継

ぐことができるものとします。 

番号 取扱い方法 設備・備品の種別 備考 

① 

市の予算により購入・修繕するもの又は委

託料として措置するもの（所有権は市に帰

属） 

・建物の構造部分に関する修繕など  

② 
指定管理者が自己の費用により購入する

もの（所有権は指定管理者に帰属） 

・施設機能の向上を目的に市の承認

を経て指定管理者自らが設置す

るもの 

 

 

Ⅱ 指定管理者の応募・審査について                      

 

１ 応募者の参加資格要件等 

⑴  法人等の団体であること。（法人格の有無は問いません。ただし個人での応募はでき

ません。） 

⑵  複数の団体がグループを構成して応募する場合は、代表団体を定めること。（他の団

体は、構成団体として取り扱います。）なお、１つの施設に単独で応募した団体は、そ

の施設の他のグループ応募の構成団体になることはできません。 

⑶  応募する企業または団体は、次のすべての要件に該当しないこと。 

ア 法律行為を行う能力を有しない者 

イ 破産者で復権を得ない者 
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ウ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）の規定によ

り本市における一般競争入札等の参加を制限されている者 

エ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがある者 

オ 本市における指定管理者の指定手続において、その公正な手続を妨げた者又は公正な

価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

カ 市税、国税、県税を滞納している者 

キ 役員等（役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下同じ。）が、暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策

法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である

と認められるもの 

ク 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員が、経営に実質的に関与していると認められる者 

ケ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に危害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められる者 

コ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、又は、便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られる者 

サ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者 

⑷  法人等の団体の人員の数、資産の額その他の経営の規模及び能力があること。 

⑸  指定期間中、安全円滑に施設を管理運営できること。 

⑹  施設の管理に必要な免許を有すること。ただし、外部に委託する場合は、委託先が資

格及び免許等を有していること。 

⑺  管理業務の実施に当たり、現在従事している職員の優先雇用及び地域住民の雇用に最

大限努めること。 

 

２ 応募手続 

⑴  募集要領の配布 

ア 配布期間 

令和７年６月２５日（水）から令和７年７月２５日（金）まで 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

イ 配布時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

ウ 配布場所 

薩摩川内市保健福祉部子育て支援課保育グループ 

〒８９５－８６５０ 薩摩川内市神田町３番２２号 本庁２階 

電 話  ０９９６－２２－８１１５（ダイヤルイン 内線：２３５４） 

ＦＡＸ  ０９９６－２３－１２２３ 

ｅ－ｍａｉｌ hoiku＠city.satsumasendai.lg.jp 
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エ 郵送を希望する場合 

配布場所宛てに２７０円切手を添付したＡ４版が入る返信用封筒を同封して、請求し

てください。 

⑵  募集に関する質問 

ア 受付期間 

令和７年６月２５日（水）から令和７年７月１８日（金）まで 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

イ 受付方法 

質問票（様式第１号）に記入の上、郵送、ＦＡＸ又は電子メールのいずれかで上記⑴

ウの宛先まで期間内に送付してください。 

ウ 回答方法 

質問に対する回答は、すべての応募者に対して情報提供します。 

⑶  申請書類の受付等 

ア 受付期間 

令和７年６月２５日（水）から令和７年７月２５日（金）まで 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

イ 受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

ウ 提出場所 

配布場所と同じ 

エ 提出方法 

提出場所に持参又は郵送すること。郵送の場合は令和７年７月２５日（金）午後５時

必着とします。 

なお、提出後は、軽微な変更を除き、記入内容を変更することはできません。 

 

３ 申請書類 

次の⑴から⑶までの書類（ページをいれたもの）を正本１部、副本７部（副本はコピーで

かまいません。）を提出してください。 

なお、申請書類は、原則として日本産業規格Ａ列４番とし、ファイル等に綴じて提出して

ください。 

⑴  指定管理者指定申請書（様式第２号） 

⑵  薩摩川内市へき地保育所（里保育園）指定管理者事業計画書（様式第３号） 

⑶  施行規則第２条第２項の添付書類 

ア 定款、寄附行為、その他これらに準ずる書類 

イ 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

ウ 申請書を提出する日が属する前期の事業報告書、貸借対照表、損益計算書、財産目録

その他経営の状況を明らかにする書類（貸借対照表、損益計算書については過去３年分

を提出し、グループ企業で連結決算を行っている場合には、連結決算書も併せて提出す
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ること。なお、市において、申請団体の財政面に係る意見を税理士等に求めることにな

ります。） 

エ 申請書を提出する日が属する事業年度（令和７年度）の申請者に関する事業計画書及

び収支予算書 

オ その他必要と認める書類 

・ 法人以外の団体にあっては、団体の規約、構成員名簿 

・ ３箇月以内に発行された市税、県税及び国税の納税証明書（納税義務者でない場合、

「未納の税額がないことの証明書」） 

・ 施設を管理するにあたって必要な免許（第３種電気主任技術者等）の取得を証する

書類（ただし、外部委託による場合は免除とする。） 

・ 法人の場合、税務署に提出した、法人税申告書の別表１（１）の控え、別表４の写

し、別表５（１）の写し、別表５（１）付表の写し 

⑷  同意書（様式第４号） 

⑸  留意事項 

ア 提出いただいた書類の返却はいたしません。 

イ 法人以外の団体において、（３）に揚げる書類がない場合には、これらに相当する書

類を提出してください。 

ウ 事業計画書等の著作権は申請者に帰属しますが、市は指定管理者の選定結果の公表等

必要な場合は、事業計画書等の内容を無償で利用できることとします。 

エ 指定申請書受付期間経過後の書類の差し替えは認めません。 

オ 応募に関して必要となる経費は申請者の負担とします。 

カ 提出された申請書類は、情報公開条例に基づく情報公開請求の対象となり、一部を除

き開示することがあります。 

 

４ 選定方法 

⑴  審査方法 

指定管理者の選定にあたっては、市職員と複数の外部からの有識者で構成する薩摩川

内市へき地保育所（里保育園）指定管理候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）

を設けて、次の⑵の基準により総合的に判断するものとします。 

採点の結果、総合点数が同点の場合、一位に採点した選定委員数が多い事業所を優先

することとします。 

総合点数が同点かつ一位に採点した選定委員数が同数の場合にのみ、市内業者を優先

することとします。 

以上の項目を適用してもなお同点が２社以上ある場合は、選定委員の協議により決す

るものとします。 

⑵  審査基準及び配点 

項 目 配点 

１ 事業計画書による施設の運営が、利用者の安全と平等利用の確保を図るも

のであるか。 
１０ 
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  ・施設の設置目的を十分理解し、その目的を効果的に達成する計画となっ

ているか。 

  ・関係する法律、条例等に基づく施設の管理基準を理解し、順守している

か。 

  ・管理運営にふさわしい団体の理念・経営方針を持っているか、公平・公

正性が確保されているか。 

  ・トラブルを未然に防止するための具体策、対処方法を定めているか。 

２ 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービスの

向上が図られるか。 

  ・施設の効用を最大限に発揮し、サービスを向上させる事業計画となって

いるか。 

  ・保護者の意見・要望の把握及びその実現方法は適切か。 

２０ 

３ 施設の管理経費の縮減が図られるか。 

  ・経費の縮減内容は適切か、縮減が図られているか。 
３０ 

４ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的、人的能力を有しているか。 

  ・情報公開・個人情報保護についての適正な取り扱いとなっているか。 

・安定した運営を行うため、職員の採用、確保、指導、研修体制、管理運

営体制（苦情対応含む）及び緊急時の連絡体制は十分確保されているか。 

３０ 

５ その他、当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認める事項を達

成しているか 

・自主事業における内容に創意工夫がみられ、実施しているか。地域の活

性化に貢献しているか。 

１０ 

⑶  選定方法 

選定委員会において、ヒアリングを実施した上で審査し、制度導入の趣旨である『住

民サービスの向上』、『管理経費の縮減』を満たす施設の管理を行うに最も適当と認め

る団体を、指定管理者候補者として選定します。ただし、申請者多数の場合には、申請

書類で１次審査をします。 

なお、審査の結果、候補者を決定することが不適当と判断した場合、指定管理候補者

を選定しないことがあります。 

⑷  選定結果の通知 

選定委員会において、上記⑵の審査基準に基づき審査を行った結果及び指定管理候補

者の選定結果については、令和７年９月を目途に申請者全員（グループ申請の場合は代

表団）に通知します。なお、通知前における選定結果の問い合わせについては、お答え

しませんので予めご了承ください。 

⑸  審査結果の公開 

選定委員会の審査結果は、指定の議決を経た後公開します。 

⑹  審査対象外 

次の要件に該当した場合は、審査の対象から除外します。 

ア 提出書類に虚偽の記載があった場合 

イ 本要領に違反し、又は著しく逸脱した場合 

ウ 提出期限までに必要な書類が揃わなかった場合 

エ その他不正行為があった場合 

⑺  その他 

申請予定者及び申請者は、選定委員会委員及び関係市職員と本件提案についての接触
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（面接等の正当な行為を除く。）を禁じます。接触の事実が認められた場合には失格と

することがあります。 

 

５ 指定管理候補者選定後の手続等 

⑴  指定管理者の指定の議決 

指定管理者の指定に関する事項について、市議会での議決を経て指定管理候補者を指

定管理者として指定します。 

なお、議会の議決を得られない場合は、指定管理者の候補者を指定管理者として指定

できません。この場合において、候補者に指定管理者となる準備のための支出等があっ

た場合でも、市は補填しませんのでご留意ください。 

⑵  指定管理者の指定の取消し 

指定管理者が指定管理者としての業務を開始する前において、財務状況の悪化等によ

り事業の履行が確実でないと認められるとき、又は社会的信用を著しく損なうなど、指

定管理者としてふさわしくないと認められるときは、指定管理者の指定を取り消し、協

定を締結せず、又は協定を解除することがあります。 

⑶  指定管理者との協議 

指定管理者となった者と管理運営の業務の細目について協議を行います。 

この場合、必要に応じて候補者の提案に対し、提案内容の趣旨を変更しない範囲にお

いて修正を求めることができることとします。 

⑷  指定管理者の協定について 

指定管理者としての指定を行ったのち、管理に係る細目的事項、市が支払うべき管理

費用の額等を最終的に定めるため、市と指定管理者は「協定」を締結し、協定書を作成

します。 

この場合、指定期間を通じての基本的な事項を定めた「基本協定」と年度ごとの事業

実施に係る事項を定めた「年度別協定」を締結することとします。協定内容は概ね次の

とおりです。 

 

基本協定事項 

ア 指定期間 

イ 個人情報の保護に関する事項 

ウ 開所時間、休所日に関する事項 

エ 指定の取り消しに関する事項 

オ リスク管理、責任分担に関する事項 

カ 事業報告に関する事項（事業報告書の提出、内容） 

キ 事業の引継ぎに関する事項 

 

年度別協定事項 

ア 当該年度の事業実施に関する事項 

イ 管理運営経費の支払いに関する事項 
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ウ 事業報告に関する事項（市との連絡体制、随時の事業報告、立ち入り調査等） 

エ リスク管理、責任分担に関する事項（当該年度に必要となる事項） 

 

６ 指定期間の終了 

⑴  業務の引継ぎ等 

指定管理者は、指定期間が終了するときは、市が必要と認める時期に、市又は市が指

定する者に対し、本業務の引継ぎ等を行わなければなりません。また、市は、指定期間

の終了に先立ち、指定管理者に対して市又は市が指定する者による管理施設の視察を申

し出ることができるものとし、指定管理者は正当な理由のある場合を除いてその申出に

応じなければなりません。関係書類についても市又は市が指定する者に引き継ぐものと

します。 

⑵  原状回復義務 

指定管理者は，指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定

めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施

設又は設備を速やかに原状に回復しなければなりません。ただし、市の承認を得たとき

における当該承認を受けた部分については、この限りではありません。 

  なお、指定管理者が正当な理由なく相当期間内に当該施設又は設備を原状に復さない

ときは、市は、指定管理者に代わって当該施設又は設備を原状に回復するために必要な

措置をとることができるものとします。この場合において、指定管理者は、市の当該措

置について異議を申し出ることができず、また、当該措置に要した費用を負担しなけれ

ばなりません。 

 

７ 指定の取消し 

市は、指定管理者が次のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者の指定を取り消

し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。 

この場合において、指定管理者は市の指定する日までの間は従前どおり管理業務を行うも

のとします。 

⑴  議会の議決後に募集要領や締結予定の協定等（仕様書その他協定に附属する書類に記

載する事項を含む。）に違反したとき。 

⑵  地方自治法第２４４条の２第１０項の規定による市の指示に従わないとき。 

⑶  業務の処理が著しく不適当と認められるとき。 

⑷  任意団体又はコンソーシアムで管理している場合、その構成に変更が生じたとき。 

⑸  前各号に掲げるほか、施設の指定管理者として管理業務を継続することが適当でない

と認められるとき。 

なお、指定管理者の指定を取り消し又は管理業務の全部若しくは一部を停止することによ

り生じた指定管理者の損害については、市はその賠償の責めを負わないものとし、既に指定

管理者に対して支払った指定管理料の全部又は一部を返還させることもあります。 
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８ その他 

⑴  納税義務 

従前まで納税義務がなかった団体等において、指定管理者となることにより消費税、

法人税等の納入義務者となる場合がありますが、市が負担することはありませんのでご

注意ください。納税に関することは、各市町村、県の税務担当部署及び管轄の税務署等

にご確認ください。 

⑵  協議 

候補者決定後において、募集要領等の解釈について疑義が生じた場合又は募集要領等

に定めのない事象が生じた場合、市と指定管理者は誠意をもって協議するものとします。 

⑶  管理状況の点検・評価及び結果の公表等 

指定期間中又は終了後に、市が定めた方法により点検（モニタリング）・評価を行い

ます。指定管理者はその調査等に誠意を持って協力しなければなりません。また、市は

その結果について公表することがあります。 

⑷  就業規則の提出 

指定管理者として指定後、労働基準法第８９条に定める「常時十人以上の労働者を使

用する使用者」となる場合には、指定管理開始前に指定管理施設に適用される就業規則

を提出ください。 

 

９ スケジュール 

令和７年 ８月       指定管理候補者選定委員会 

令和７年 ９月       指定管理候補者選定 

令和７年１０月       申請者へ結果通知 

令和７年１２月       議会へ上程 

令和７年１２月       指定議決（議決後公表） 

令和８年 ４月１日（予定） 協定書締結 

令和８年 ４月１日     管理代行開始 
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別紙１ 

業務仕様書 

  保育の実施 

項 目 項目の主な内容 

開所時間 

午前８時から午後６時まで。ただし、やむを得ない理由により通常の利用時

間帯以外の時間において、市長が保育の必要があると認めるときは、指定管

理者と協議のうえ開所することがある。 

休所日 
日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める日 

１２月２９日から翌年の１月３日までの日 

職員の配置 

施設長及び所定の資格を有する保育士２人を配置すること。 

ただし、保育士のうち所定の資格を有する者がいない等やむを得ない事情が

あるときは、うち一人に限り児童の保育に熱意を有し、かつ、心身ともに健

全なものをもってこれに代えることができます。 

なお、施設長は、他の施設と併任兼務することができます。 

就学前の子ども 

及び職員の健康診断 
年１回実施 

 

  保守・点検・清掃 

項 目 業務の主な内容 点検回数 

保守・点検 

消防用設備の点検 
総合点検：年１回 

機器点検：年２回 

電気設備の点検 
年次点検：年１回 

定期点検：月１回 

遊具設備の点検 週１回以上 

保育室、便所、玄関、廊下の点検 週１回以上 

清 掃 

便所、玄関、廊下の清掃 毎日 

各部屋の清掃 毎日 

窓ガラスの清掃 
月１回以上（汚れ具

合により随時） 

敷地内の清掃、草刈り、草抜き 年４回以上 

外周清掃 
週１回以上（汚れ具

合により随時） 

植栽及び花壇の清掃管理 随時 
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様式第１号 

令和 年 月 日 

質問票 

薩摩川内市保健福祉部子育て支援課 行き 

 

 

団 体 名            

 

代表者氏名            

 

担当者氏名            

（電 話：          ） 

（ＦＡＸ：          ） 

 

     質問受付期間：令和７年６月２５日（水）から令和７年７月１８日（金）まで 

質問事項 具体的な内容 

  

  

（子育て支援課 行き） 
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様式第２号 

 

指定管理者指定申請書 

 

令和 年 月 日 

薩摩川内市長 様 

 

 

申請者 郵便番号 

主たる事務所の所在地 

名称 

代表者氏名            印 

電話番号 

 

 

薩摩川内市へき地保育所条例第３条の規定により、次のとおり薩摩川内市へき地保育所（里保

育園）の指定管理者の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

添付書類 

１ 事業計画書 

２ 定款、寄附行為その他これらに準ずる書類 

３ 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

４ 申請書を提出する日が属する前期の 

・事業報告書 

・貸借対照表 

・損益計算書 

・財産目録その他経営の状況を明らかにする書類 

（貸借対照表及び、損益計算書については過去３年分）を提出し、グループ企業で連結決

算を行っている場合には、連結決済も併せて提出してください。） 

５ 申請書を提出する日が属する当期の事業計画書及び収支予算書 

６ その他募集要領Ⅱ３⑶オに定める書類 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、ファイル等に綴じてください。 
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様式第３号 

 

薩摩川内市へき地保育所（里保育園）指定管理者事業計画書 

 

１ 団体の概要 

団体名  

代表者名  設立年月日  

団体所在地  

資本金 
（基本財産） 

 従業員数  

電話番号  ＦＡＸ番号  

Ｅ－ｍａｉｌ  

担当組織名  担当者氏名  

同種又は類似施設の管理運営実績 

施設名 所在地 管理運営期間 

   

   

   

 

２ 基本方針 

⑴ 薩摩川内市へき地保育所（里保育園）の管理運営を行うに当たっての基本方針を記載して

ください。 
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３ 管理運営計画（指定期間内の年度ごとに取組内容が異なる場合は，年度ごとに記載してくだ

さい。） 

● 管理について 

⑴ 設備等保全業務、清掃等について、具体的な業務項目ごとの実施計画を記載してくださ

い。 

 

 

 

 

 

⑵ 緊急時（防犯・防災）の対応について、記載してください。 

 

 

 

 

● 運営について 

⑴ 利用者に対するサービス向上の取組みについて、次の項目を最低限盛り込んで、記載し

てください。 

・ ニーズの把握と業務への反映方法、トラブル防止、苦情等への対応方法 

・ 利用者の安全対策 

 

 

 

 

 

 

⑵ 利用促進、利用者増への取組みについて、次の項目を最低限盛り込んで、具体的に記載

してください。 

・ 利用促進、利用者増の目標を達成させるための計画、広報活動など 
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⑶ 休場日及び開場時間外の利用要望（大会、個人利用者等）についての対応方針、対応体

制を記載してください。 

 

 

 

 

⑷ 個人情報の保護や情報の公開についての考え方、取組みについて記載してください。 

 

 

 

 

 

⑸ 施設の管理運営に関して、サービス向上が図られる事業等を創意工夫の上、企画提案し

てください。 

 

 

 

 

 

４ 組織体制 

⑴ 組織図（責任体制、各業務の配置人数が分かるもの）を記載してください。 

 

 

 

 

⑵ 職員・勤務体制（雇用関係、給与、勤務時間、職員ローテーション等が分かるもの）につ

いて記載してください。 

 

 

 

 

⑶ へき地保育所に有効と思われる資格の保有者及び保育所施設管理業務の経験者の配置計画

について記載してください。 
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５ その他 

⑴  支出計画について 

業務の内容等に創意工夫を加え経費削減が図れるよう提案して下さい。また、提案額に

ついては、年額で提案してください。 

（単位：千円） 

項目 基準額 積算根拠 提案項目 提案額 積算根拠 

支 
 

出 

人
件
費 

給料（職員俸給） 9,693 
令和６年度実績額×上昇

率３％ 

支 
 

出 

人
件
費 

   

職員手当等（職員諸

手当） 
3,723 

令和６年度実績額×上昇

率３％ 

 

 

 

 

 

 

共済費 2,295 
令和６年度実績額×上昇

率３％ 
   

賃金 3,114 
令和６年度実績額×上昇

率３％ 
   

      

計 18,825  計   

光
熱
水
費 

電気 284 直近３カ年平均 
光
熱
水
費 

   

ガス 37 令和４年度及び令和６年

度平均 
   

水道 89 令和５年度及び令和６年

度平均 
   

      

      

計 410  計   

修
繕
費 

施設修繕 30 年度終了後精算 
修
繕
費 

   

      

      

      

計 30  計   

 
 
 

管
理
費 

旅費 41 職員研修  
 
 

管
理
費 

   

消耗品費 465 直近３カ年平均    

通信運搬費 119 令和６年度実績額    

手数料 7 直近３カ年平均    

自動車損害保険 64 直近３カ年平均    

使用料及び賃借料 68 令和６年度実績額    

      

計 764  計   

委
託
費 

職員健康診断料 70 令和４年度及び令和６年

度平均 委
託
費 

   

園児健康診断料 220 令和４年度及び令和５年

度平均 

 

   

電気保安管理委託

料 

83 直近３カ年平均    

消防設備点検料 26 直近３カ年平均    

      

計 399  計   

そ
の
他 

負担金 0  
そ
の
他 

   

      

      

計   計   

合計 20,428  合計   

※１ 列挙項目以外の項目がある場合には、応募者がその項目を追加してください。 

２ 委託料の額は、提出された事業計画書、収支計画書に基づき指定管理者と協議の上定めることとし，提出

された収支計画書の額がそのまま委託料の額となるものではありません。 

３ 人件費については法定福利費等を含んだ金額であるので注意してください。 

４ すべて消費税を含んでいます。 
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⑵ 管理に係る経費縮減のための取組みについて詳細に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

⑶ 外部委託を行う場合、次の項目について、記載してください。 

① 業務の委託先 

業務の種類 委託人員 必要な資格等 委託先（予定） 

    

    

    

    

② 委託先の選定方法についての考え方 

 

 

 

 

 

 

⑷ 特記すべき事項があれば記入してください。 
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様式第４号 

 

同意書 

 

令和 年 月 日 

薩摩川内市長 様 

 

 

郵便番号 

主たる事務所の所在地 

名称 

代表者氏名            印 

電話番号 

 

 

下記の者の薩摩川内市へき地保育所（里保育園）の指定管理者の指定の申請及び指定期間に、

当社の財務諸表（グループ企業で連結決算を行っている場合には連結決算書含む）について市が

必要と認めた場合、速やかに提出することに同意します。 

 

 

記 

 

 

申請者 郵便番号 

申請者の所在地 

申請者の名称 

申請者の代表者氏名               

電話番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


